
お
知
ら
せ

市
税
の
納
期
限

　
７
月
２
日
㈪
は
市
・
県
民
税
の
納
期
限

で
す
。
期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問
収
税
課
☎
２
９
９
８

-

９
０
７
３

児
童
手
当
現
況
届
の
受
付
開
始

受
給
者
の
６
月
１
日
現
在
の
養
育
状
況

を
提
出
し
て
い
た
だ
き
、
引
き
続
き
手
当

を
受
け
る
要
件
の
有
無
を
確
認
し
ま
す
。

対
象
者
に
は
、
６

月
上
旬
に
現
況
届

を
郵
送
し
ま
す
。

必
要
事
項
を
記
入

し
、
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。
現
況
届

の
提
出
が
な
い
場

合
、
６
月
分
以
降

の
手
当
が
受
給
で

き
ま
せ
ん
。

提
出
期
限　
６
月
29
日
㈮

◎
６
月
15
日
㈮
は
、
同
手
当
の
支
払
日
で

す
。
指
定
し
た
振
込
先
口
座
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８-

９
１
２
４

◎
市
民
割
引
を

受
け
る
に
は
、

市
内
在
住
・
在

勤
・
在
学
を
証

明
で
き
る
も
の

が
必
要
で
す
。

問
商
業
観
光
課

☎
２
９
９
８

-

９
１
５
５

下
水
道
処
理
区
域
内
の
ご
家
庭
は

ト
イ
レ
の
水
洗
化
を
！

　
下
水
道
処
理
区
域
を
拡
大
し
ま
し
た
。

新
た
に
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た

区
域
に
は
市
職
員
が
説
明
に
伺
い
ま
す
。

　
く
み
取
り
便
所
は
３
年
以
内
、
浄
化
槽

は
速
や
か
に
排
水
設
備
を
設
け
、
公
共
下

水
道
に
接
続
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
工
事
は
下
水
道
排
水
設
備
指

定
工
事
店
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
既
に

区
域
内
と
な
っ
た
家
庭
で
、
ま
だ
改
造
工

事
を
済
ま
せ
て
い
な
い
場
合
も
速
や
か
に

水
洗
化
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
水
洗
便
所
改
造
資
金
貸
付
制
度

　
下
水
道
に
接
続
す
る
た
め
に
個
人
住
宅

の
浄
化
槽
を
取
り
壊
す
工
事
、
く
み
取
り

便
所
を
水
洗
便
所
に
改
造
す
る
工
事
の
費

用
を
無
利
息
で
貸
し
付
け
ま
す
。

貸
付
限
度
額　
52
万
円

償
還
方
法　
月
額
８
千
円
で
償
還

問
上
下
水
道
局
窓
口
サ
ー
ビ
ス
課

　
☎
２
９
２
１

-

１
０
８
６

第
三
者
が
あ
な
た
の
住
民
票
な
ど
を
取
得

し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
本
人
通
知
制
度

対
市
に
住
民
登
録
ま
た
は
本
籍
が
あ
る
方

通
知
内
容　
▼
取
得
年
月
日
▼
取
得
し
た

証
明
書
の
種
類
・
通
数
▼
取
得
者
の
種

別
（
代
理
人
・
第
三
者
）

◎
取
得
者
の
個
人
情
報
は
通
知
し
ま
せ
ん
。

申
問
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
を

市
役
所
１
階
市
民
課
☎
２
９
９
８

-

９

０
８
７
に
直
接

障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当

◆
障
害
児
福
祉
手
当

対
次
の
い
ず
れ
か
の
障
害
が
あ
る
19
歳
以

下
の
方

　
▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
の
一
部

▼
療
育
手
帳
Ⓐ
の
一
部
▼
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
１
級
で
常
時
介
護
が
必
要
▼

重
度
の
内
部
障
害
、
血
液
疾
患
な
ど
で
日

常
生
活
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
状
態

◎
施
設
入
所
者
、
障
害
が
支
給
事
由
の
年

金
受
給
者
、
対
象
者
・
配
偶
者
・
扶
養
義

務
者
に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は

対
象
外
で
す
。

手
当
月
額　
１
４
、
６
５
０
円
（
変
更
に

な
る
場
合
あ
り
）

◆
特
別
障
害
者
手
当

対
次
の
い
ず
れ
か
の
障
害
が
あ
り
、
常
時

特
別
な
介
護
が
必
要
な
20
歳
以
上
の
方

農
用
地
区
域
除
外
等
の
申
し
出
の

受
け
付
け
を
一
時
的
に
停
止
し
ま
す

　
平
成
30
年
度
か
ら
31
年
度
に
か
け
て
、

所
沢
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
見
直
し

を
す
る
た
め
、
農
用
地
区
域
除
外
等
の
申

し
出
の
受
け
付
け
を
平
成
31
年
５
月
か
ら

一
時
的
に
停
止
し
ま
す
。
受
け
付
け
の
再

開
は
、
32
年
５
月
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

問
農
業
振
興
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
５
８

所
沢
市
収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定

金
融
機
関
名　
足
利
銀
行
所
沢
支
店
（
く

す
の
き
台
）

業
務
開
始
日　
平
成
30
年
５
月
24
日
㈭

問
出
納
室
☎
２
９
９
８

-

９
２
２
７

都
市
計
画
道
路
の
一
部
区
間
が
開
通

松
葉
道
北
岩
岡
線
の
北
所
沢
町
交
差
点

か
ら
市
道
３

-

５
２
１
号
線
ま
で
の
延
長

２
１
０
ｍ
の
供
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

問
計
画
道
路
整
備
課

　
☎
２
９
９
８

-

９
３
７
７

　
▼
身
体
障
害
者
手
帳
２
級
以
上
の
障
害

を
重
複
▼
肢
体
不
自
由
に
関
す
る
障
害
の

一
つ
が
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
▼
療
育
手

帳
Ⓐ
▼
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

▼
重
度
の
内
部
障
害
、
血
液
疾
患
な
ど
で
、

日
常
生
活
上
絶
対
安
静

◎
施
設
入
所
者
、
３
カ
月
以
上
の
継
続
入

院
者
、
対
象
者
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者

に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
対
象

外
で
す
。

手
当
月
額　
２
６
、
９
４
０
円
（
変
更
に

な
る
場
合
あ
り
）

申
問
市
役
所
１
階
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９

８

-

９
１
１
６
に
直
接

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
猶
予
期
間
が

あ
る
方
に
追
納
を
お
す
す
め
し
ま
す

10
年
以
内
の
免
除
・
納
付
猶
予
・
学
生

納
付
特
例
期
間
の
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
め
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
が
増
額
さ

れ
ま
す
。

◎
同
期
間
か
ら
２
年
以
上
経
過
す
る
と
、

保
険
料
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

申
問
個
人
番
号
が
わ
か
る
も
の
ま
た
は
年

金
手
帳
を
市
役
所
１
階
市
民
課
（
国
民

年
金
担
当
）
☎
２
９
９
８

-

９
０
９
５
、

所
沢
年
金
事
務
所
☎
２
９
９
８

-

０
１

７
０
に
直
接

◎
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
、
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

交
通
遺
児
手
当
を
支
給

対
交
通
遺
児
（
中
学
生

以
下
）
と
同
一
生
計

世
帯
で
市
内
在
住
の

保
護
者

手
当
月
額　
子
ど
も
１

人
に
つ
き
５
千
円

◎
交
通
遺
児
が
小
・
中

学
校
、
高
校
に
入
学
す
る
際
は
奨
学
金
を

支
給
し
ま
す
。

問
交
通
安
全
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
４
０

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
更
新

　
現
在
、
負
担
限
度
額
認
定
証
を
お
持
ち

の
方
に
、
６
月
中
旬
に
更
新
申
請
書
を
郵

送
し
ま
す
。
８
月
以
降
も
引
き
続
き
食
費

・
居
住
費
の
減
額
を
受
け
る
に
は
、
必
要

書
類
を
添
え
て
、
市
役
所
１
階
介
護
保
険

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
同
課
☎
２
９
９
８

-

９
４
２
０

私
立
幼
稚
園
等
就
園
奨
励
費
補
助
金

６
月
上
旬
に
通
園
先
の
幼
稚
園
な
ど
か

ら
申
請
書
類
を
配
布
し
ま
す
の
で
、
通
園

先
の
園
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
市
外
の

幼
稚
園
な
ど
に
通
園
し
て
い
る
方
は
、
通

園
先
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
私
立
幼
稚
園

な
ど
に
通
園
し
て
い
る
満
３
〜
５
歳
児

の
保
護
者

◎
市
区
町
村
民
税
の
所
得
割
課
税
額
な
ど

に
よ
り
補
助
額
が
異
な
り
ま
す
。

問
保
育
幼
稚
園
課
☎
２
９
９
８-

９
１
２
６

障
害
者
団
体
ふ
れ
あ
い
活
動
支
援
事
業

（
日
帰
り
貸
し
切
り
バ
ス
の
補
助
）

対
次
の
全
て
を
満
た
す
団
体

▼
規
約
・
代
表
者
の
定
め
が
あ
り
、
障

害
福
祉
に
寄
与
す
る
活
動
を
継
続
的
に
行

う
▼
市
内
在
住
の
障
害
者
と
そ
の
家
族
15

人
以
上
で
構
成
▼
政
治
・
宗
教
・
営
利
活

動
を
目
的
と
し
な
い
▼
法
人
で
な
い

補
助
限
度
額　
７
万
円
（
リ
フ
ト
付
き
バ

ス
は
10
万
円
／
１
団
体
年
度
３
回
ま
で
）

◎
事
前
に
団
体
登
録
が
必
要
で
す
。

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
１
６

Ｆ
２
９
９
８

-

１
１
４
７

高
齢
者
調
査
に
ご
協
力
を

日
常
生
活
な
ど
に
支
援
が
必
要
な
高
齢

者
を
把
握
す
る
た
め
、
民
生
委
員
・
児
童

委
員
が
６
〜
７
月
ご
ろ
に
訪
問
調
査
を
行

い
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
、
調
査
以
外
の

目
的
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

対
70
歳
以
上
の
方

◎
今
年
度
か
ら
対
象
者
を
変
更
し
ま
し
た
。

問
高
齢
者
支
援
課
☎
２
９
９
８-

９
１
２
０

と
こ
ろ
ざ
わ
の
ゆ
り
園
が
オ
ー
プ
ン
！

場
同
園（
西
武
球
場
前
駅
か
ら
徒
歩
３
分
）

日
６
月
２
日
㈯
〜
７
月
上
旬
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
（
最
終
入
園
午
後
４
時
）

◎
開
花
状
況
に
よ
り
変
動
し
ま
す
。

市
民
割
引
期
間　
６
月
２
日
㈯
〜
10
日
㈰

料
金
（
市
民
割
引
期
間
中
）
▼
大
人
…
１
、

　
１
０
０
円
（
５
５
０
円
）
▼
子
ど
も
（
４

　
歳
〜
小
学
生
）…
３
５
０
円
（
３
０
０
円
）

未
来
を
守
る
た
め
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

○
だ
遣
い
を
や
め
よ
う

 

ヒ
ン
ト
・
３
面　
応
募
方
法
は
15
面

ク
イ
ズ
1

取り扱い業務
転入・転出・転居などの手続き
印鑑登録、住民票や戸籍などの証明書
国民年金の手続き
国民健康保険の手続き
後期高齢者医療制度の相談※
課税・非課税証明書、納税証明書
市税・国民健康保険税の納付
納税相談※

場市役所１階・まちづくりセンター
　（並木除く）

コンビニで住民票や印鑑
登録証明書、課税証明書
が受け取れます。

問経営企画課☎2998-9027

まちづくりセンターでは※はできません。
業務の詳細は、事前にご確認ください。

毎月第２・４土曜午前

休日開庁

マイナンバーカードが便利♪

午前8時30分
～午後0時30分

6月9日㈯・23日㈯

何気なく使っている水道水のこと
改めて考えてみませんか？

問上下水道局経営課☎2921-1087

日6月17日㈰午前10時
30分～午後4時
場グランエミオ所沢2階
内水の飲み比べ、啓発物
の配布、水に関するク
イズ、パネル展示など

　6月1日㈮～7日㈭は水道
週間。「水道水 安全 おい
しい 金メダル」をスロー
ガンに、水道水をもっと身
近に感じられるキャンペー
ンです。トコろんとコバト
ンも登場♪

広報ところざわ平成 30年 6月号

手話通訳あり 予約保育あり／★は6月1日㈮から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課52994-0706へ（市外局番は04）
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